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１ 生活保護の現状１．生活保護の現状

生活保護受給状況（2012年3月）生活保護受給状況（2012年3月）

・被保護世帯数 1,528,381世帯

・被保護実人員 2,108,096人
（出典：厚生労働省「福祉行政報告例（平成24年3月（出典：厚生労働省 福祉行政報告例（平成24年3月
分概数）」）









１ 生活保護の現状１．生活保護の現状

保 ぜ増生活保護受給者はなぜ増えているのか？

→さまざまな要因が考えられる→さまざまな要因が考えられる

「その他世帯」について言えば、

①雇用の不安定化①雇用の不安定化

②経済情勢の悪化

③制度運用の変化



１ 生活保護の現状１．生活保護の現状

制度運用上の変化

・｢職や住まいを失った方々への支援の徹底に｢職や住まいを失った方々への支援の徹底に
ついて｣（平成21年3月18日社援保発第
0318001号保護課長通知）0318001号保護課長通知）

・「失業等により生活に困窮する方々への支援
の留意事項について」（平成21年12月25日
社援保発1225第1号保護課長通知）社援保発1225第1号保護課長通知）

→稼働年齢層にも保護を実施





２ 保護の受給要件２．保護の受給要件

生活保護を受けるには生活保護を受けるには

①日本国民であること（1条、2条）① 民

②利用し得る資産、能力その他あらゆるものを
活用していること（4条1項）活用していること（4条1項）

が必要。

これらの要件を満たすとき、世帯単位で算定されらの要件を満たすとき、世帯単位で算定さ
れた最低生活費と収入等の差額が保護費と
して支給される。して支給される。



２ 保護の受給要件２．保護の受給要件

活用すべき資産 能力等活用すべき資産・能力等

→「保護の実施要領」その他の通知等で詳細な護
基準が定められており、各年度版の『生活保
護手帳』『生活保護手帳別冊問答集』に収載護手帳』『生活保護手帳別冊問答集』に収載
されている。

資産：不動産、自動車、生活用品、預貯金等

能力 稼働能力能力：稼働能力

その他：公的年金給付、損害賠償請求権等その他 公的年金給付、損害賠償請求権等



２ 保護の受給要件２．保護の受給要件

保有が認められる資産保有が認められる資産

・不動産：居住用不動産（処分価値が利用価値に比して著しく
大きくない場合）大きくない場合）

・自動車：①障害者、公共交通機関の利用が著しく困難な地域
に居住する者又は勤務先がある者、深夜業務に従事する者
の通勤用自動車、②障害者、公共交通機関の利用が著しく
困難な地域に居住する者の通院・通学・通所用自動車

生活用品 利用の必要があり 保有を認めても当該地域の・生活用品：利用の必要があり、保有を認めても当該地域の一
般家庭との均衡を失しないもの（70％の普及率が目安）

・預貯金：保護開始時には、家計上の繰越金程度（1ヵ月の最低預貯金：保護開始時には、家計上の繰越金程度（1ヵ月の最低
生活費の5割まで）。保護費のやり繰りによって生じたものは、
使用目的が保護の趣旨目的に反しない場合のみ



２ 保護の受給要件２．保護の受給要件
能力活用要件の判断枠組（名古屋高判平成9.8.8 など）
①稼働能力
②稼働能力を活用する意思
③稼働能力を活用する就労の場③稼働能力を活用する就労の場

・東京地判平成23 11 8（新宿ホームレス訴訟）・東京地判平成23.11.8（新宿ホ ムレス訴訟）

「当該生活困窮者が、その具体的な稼働能力を前提として、そ
れを活用する意思を有しているときには、当該生活困窮者の
具体的な環境の下において その意思のみに基づいて直ち具体的な環境の下において、その意思のみに基づいて直ち
にその稼働能力を活用する就労の場を得ることができると認
めることができない限り、なお当該生活困窮者はその利用し
得る能力を その最低限度の生活の維持のために活用して得る能力を、その最低限度の生活の維持のために活用して
いるものであって、稼働能力の活用要件を充足するというこ
とができる」



２ 保護の受給要件２．保護の受給要件

不正受給

受給要件を満たさないのに 不実の申請等に受給要件を満たさないのに、不実の申請等に
より不正に保護を受けた場合

↓
・保護費の徴収（78条）保護費の徴収（78条）

・罰則（85条）

年 懲役 罰金：3年以下の懲役又は30万円以下の罰金





２ 保護の受給要件２．保護の受給要件

急迫保護急迫保護

・急迫した事由がある場合には、補足性要件の急迫 事由 ある場合 、補足性要件
確認を待たず、必要な保護を行う（4条3項）

・職権による保護の開始（25条1項）職権による保護の開始（25条1項）

↓
保護費 返還（ 条）保護費の返還（63条）

・資力があるにもかかわらず保護を受けたとき資力があるにもかかわらず保護を受けたとき
には、すみやかに、受けた保護金品相当額
の範囲内で実施機関の定める額を返還する。の範囲内で実施機関の定める額を返還する。



３ 扶養との関係３．扶養との関係

民法上の扶養義務民法上の扶養義務

752条752条
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

877条
「①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。「①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

②家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する
場合のほか、三親等間の親族間においても扶養の義務を負
わ る が きるわせることができる。」



３ 扶養との関係３．扶養との関係

↓↓
1）生活保持義務（夫婦間及び未成年の子に対する親）

自分の生活と同質 同程度の生活を確保：自分の生活と同質・同程度の生活を確保

2）生活扶助義務（その他の一定親族間）

：自分の生活に余裕のある場合にその限度で：自分の生活に余裕のある場合にその限度で

879条879条
「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わない

とき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の
需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家
庭裁判所が、これを定める。」



３ 扶養との関係３．扶養との関係

扶養義務者の存在と生活保護受給扶養義務者の存在と生活保護受給

旧生活保護法3条
「扶養義務者が扶養をなし得る者には、急迫した事情
がある場合を除いては、この法律による保護は、こ
れをなさない。」

↓
現行生活保護法4条2項
「民法に定める扶養義務者の扶養・・・は、すべてこの
法律による保護に優先して行われるものとする。」



３ 扶養との関係３．扶養との関係

「優先 の意味「優先」の意味

「現実に扶養義務者による扶養が行われれば その範囲で保・「現実に扶養義務者による扶養が行われれば、その範囲で保
護が縮減すること」（西村健一郎『社会保障法』504頁）

・「公的扶助に優先して私法的扶養が事実上行われることを期公的扶助に優先して私法的扶養が事実上行われることを期
待しつつも、これを成法上の問題とすることなく、単に事実上
扶養が行われたときにこれを被扶助者の収入として取り扱う
もの」（小山進次郎『生活保護法の解釈と運用』120頁）もの」（小山進次郎『生活保護法の解釈と運用』120頁）

→扶養義務者による扶養義務の履行は 生活保護の受給要→扶養義務者による扶養義務の履行は、生活保護の受給要
件ではない。



３ 扶養との関係３．扶養との関係

も とも 保護の実施は 扶養義務者の扶養義務を軽減するももっとも、保護の実施は、扶養義務者の扶養義務を軽減するも
のではない。

扶養義務者からの費用徴収（77条）

①被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しな①被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しな
ければならない者があるときは、その義務の範囲内において、
保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の
全部又は 部を その者から徴収することができる全部又は一部を、その者から徴収することができる。

②前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、
保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申
立により家庭裁判所が、これを定める。



３ 扶養との関係３．扶養との関係

岡山地判平成4 5 20・岡山地判平成4.5.20
親からの扶養を積極的に受けようとしなかった原告からの保
護申請を却下した福祉事務所長の処分を適法とした護申請を却下した福祉事務所長の処分を適法とした。

・大阪地判平成13.3.29
「民法上の扶養義務者による扶養が現実に期待できる場合に民法上の扶養義務者による扶養が現実に期待できる場合に
これが生活保護法による保護に優先すべきであ」り、「扶養
義務者の扶養を受けることに対する要保護者の意見も判断
の 要素として考慮されるべき事項ではあるが 要保護者の一要素として考慮されるべき事項ではあるが、要保護者
が扶養を受けない意思を持っていることから直ちに扶養が現
実に期待できないということはでき」ない。

扶養義務者との関係は多様（ex.虐待被害者）



※生活保護の見直しをめぐって※生活保護の見直しをめぐって
自民党の生活保護見直し案
平成21年12月25日保護課長通知の撤回・平成21年12月25日保護課長通知の撤回

・生活保護水準の10％引き下げ
（勤労者の賃金水準や基礎年金とのバランスに配慮）

・医療費扶助を大幅に抑制

（自己負担の導入、医療機関の指定、重複診療の厳格なチェック、ジェネ
リック薬の使用義務化）

・現金給付から現物給付へ

（生活扶助（食費・被服費）、住宅扶助、教育扶助等について、自治体の判
断に委ねる）

・働ける層（稼働層）の自立支援、公的機関での採用等の就労支援
（自立支援プログラムの提供、就労の指導強化、凍結貯蓄の制度化）

・ケースワーカー業務の改善、調査権限の強化で不正受給を防止
（ケースワーカーの民間委託、自治体の調査権限の強化）

・中期的な取り組み（就労可能者の区分対応と貧困の連鎖の防止）

（就労困難者と就労可能者の区分、就労可能者について就職あっせん拒（就労困難者と就労可能者の区分、就労可能者について就職あっせん拒
否の場合の給付減額や有期制の導入）


